
帰国時の手続き（留学期間を終了した場合）

住

居

□家主(管理会社)に退去予定日

 を通知する

・退去予定日の期限は契約書で

 確認する

□電気、ガス、水道の解約

・営業所やサービスセンターに

 連絡する

□粗大ゴミの処分

・大型ゴミ・リサイクル家電

 -廃棄方法について確認する

・自転車

 -防犯登録を抹消する

□部屋の掃除

・きれいに掃除し、住み始めた

 ときと同じ状態にする

・自分で持ち込んだ物は全て

 運び出し、ゴミは残さない

□コープレントインシュア・イ

 ンバウンド付帯学総保険の解

 約（加入者のみ）

・生協マイルームで手続きする

□退去時の立ち会い、鍵の返却

・汚損/破損の場合、修繕費が請

 求される

帰国の２週間前～

市

役

所

大

学

そ

の

他

出

国

帰国日        

□在留カードの返却

・出入国港(空港など)の入国審査官に返納する

□クレジットカードの解約（日本で契約をした場合）

・カード会社へ連絡する

□銀行口座の解約

・口座引き落としのすべての支払いが完了しているか確認してか

 ら解約する

・奨学金受給者は、受給確認後に解約する

□携帯電話、インターネットの解約（日本で契約をした場合）

・契約会社に連絡する

□転出届の提出

・マイナンバーカードを所持している場合は返納する

□国民健康保険の精算

・帰国日までの保険料の請求書が発行されるので、手続きの日に

 現金で支払う必要がある

・保険料は月払いの為、日割り計算はできない

□国民年金資格喪失の手続き

□帰国届提出

□学生証の返却

・所属部局・プログラムの事務担当者の指示に従う

□図書館で借りた本の返却 □生協の脱退

・生協カウンターに行き出資金の返還を受ける

少なくとも１～２か月前 ２週間前

【持ち物】

1. 在留カード

2. 基礎年金番号通知書

【持ち物】
1. 組合員証/アプリの提示

2. 身分証明書

3. 印鑑（またはサイン）

帰国の２週間前～

【持ち物】（ゆうちょ銀行の場合）

1. キャッシュカード

2. 通帳

3. 印鑑またはサイン

4. 身分証明書（在留カードなど）

帰国時

   国際教育交流センター留学生交流情報室「IRIS」2026/01       


